
広報さいじょう　2012　７月号 12

■西条市庁舎
　℡0897－56－5151

■東予総合支所
　℡0898－64－2700

■丹原総合支所
　℡0898－68－7300

■小松総合支所
　℡0898－72－2111

市役所への
お問い合わせ先

20
日
㈮　

市
県
民
税
第
１
期
分
の

　

督
促
状
の
発
送

31
日
㈫　

国
民
健
康
保
険
税
第
１

　

期
分
、
固
定
資
産
税
第
２
期
分

　

の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

　

の
督
促
料
を
い
た
だ
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

納
期
限
日
の
残
高
に
ご
注
意
く

　

だ
さ
い
。

７
月
の
市
税
ご
よ
み

　　

収
集
日
に
粗
大
ご
み
を
運
び
出

す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
お
お
む

ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
だ
け
で
構

成
さ
れ
る
世
帯
を
対
象
に
、
粗
大

ご
み
の
戸
別
収
集
を
行
い
ま
す
。

■
収
集
す
る
も
の

　

た
ん
す
、
机
、
い
す
、
布
団
、

食
器
棚
、
自
転
車
、
ス
ト
ー
ブ
、

こ
た
つ
、
掃
除
機
な
ど

■
収
集
で
き
な
い
も
の

　

引
越
し
等
に
伴
う
多
量
ご
み
、

テ
レ
ビ
、
冷
蔵
庫
・
冷
凍
庫
、
洗

濯
機
・
衣
類
乾
燥
機
、
天
日
温
水

器
、
エ
ア
コ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
、
消

火
器
、
バ
イ
ク
、
農
機
具
な
ど

■
収
集
時
期

　

８
月
下
旬
予
定

※
粗
大
ご
み
処
理
券
を
必
ず
は
り

　

付
け
て
、
建
物
の
外
に
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
間

　

７
月
２
日
㈪
～
13
日
㈮

■
申
込
方
法

　

電
話
ま
た
は
直
接
担
当
窓
口
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込
者

に
は
、
事
前
に
収
集
日
・
収
集
業

者
な
ど
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
申
込
先

○
市
庁
舎
別
館
環
境
衛
生
課

　

廃
棄
物
対
策
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
３
８

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

生
活
環
境
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

高
齢
者
世
帯
の
粗
大
ご
み
を

戸
別
収
集
し
ま
す

　　

平
成
27
年
12
月
31
日
ま
で
に
耐

震
改
修
工
事
を
し
た
住
宅
は
、
次

の
要
件
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
、

申
告
に
よ
っ
て
固
定
資
産
税
が
一

定
期
間
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
要
件

○
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

　

現
存
す
る
住
宅
で
あ
る
こ
と

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の

　

耐
震
基
準
を
満
た
す
改
修
工
事

　

で
あ
る
こ
と

○
工
事
費
用
が
一
戸
当
た
り
30
万

　

円
以
上
で
あ
る
こ
と

■
減
額
の
割
合

　

適
用
範
囲
に
相
当
す
る
税
額
の

２
分
の
１

■
減
額
の
適
用
範
囲

　

１
戸
当
た
り
１
２
０
平
方
㍍
ま

で
の
住
宅
部
分

※
併
用
住
宅
の
店
舗
・
事
務
所
部

　

分
な
ど
を
除
く
。

■
減
額
さ
れ
る
期
間

○
工
事
期
間
が
平
成
24
年
中
の
場

　

合
は
、
翌
年
度
分
か
ら
２
年
度

　

間
○
工
事
期
間
が
平
成
25
か
ら
27
年

　

の
場
合
は
、
翌
年
度
分

■
申
告
方
法

　

工
事
完
了
の
日
か
ら
原
則
３
カ

月
以
内
に
、
要
件
を
満
た
す
こ
と

の
証
明
書
を
添
付
し
て
、
担
当
課

へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
資
産
税
課

　

資
産
税
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
７
６

○
各
総
合
支
所

　

税
務
課
税
務
係
（
東
予
）

　

総
務
課
税
務
係
（
丹
原
・
小
松
）

耐
震
改
修
工
事
を
行
う
住
宅
の

固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

市
長
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る

条
例
」
に
規
定
す
る
市
長
の
資
産

等
補
充
報
告
書
等
の
閲
覧
を
行
い

ま
す
。

■
閲
覧
日
時　

　

７
月
２
日
㈪
～

　

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

■
閲
覧
場
所
・
問
合
せ　

　

市
庁
舎
本
館
３
階
総
務
課

　

総
務
法
制
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
５
６

市
長
の
資
産
等
を
公
開
し
ま
す

　消火栓や防火水槽は消火活動に欠かせない消防水利です。火災のときは消防
隊が消火のために使用します。道路脇や歩道などにある消防水利は、その位置
を示すため、蓋を黄色、標識や立ち上がり消火栓は赤色で塗装しています。
　消防水利から５メートル以内は、道路交通法で駐車が禁止されており、違法
な駐車は一刻を争う消防活動の妨げとなります。
　消防水利の近くには駐車しないよう、ご理解とご協力をお願いします。

消火栓・防火水槽付近は駐車禁止！


